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令和７年度指導監査等実施計画（福祉基盤課指導監査室） 

 

社会福祉法人及び社会福祉施設等の指導監査等を実施するに当たり、相模原市社会福祉法人等指導監査実施要綱等の規定に基づき、令和７年度指導監査等実施計画を策定する。 
 
 
 

１ 社会福祉法人及び社会福祉施設等に対する指導監査 

（１）指導監査等の区分と実施方法 

区      分 実         施         方         法 

一般指導監査 
〔一般実地検査〕 
《一般立入検査》 

定期指導監査 
〔定期実地検査〕
《定期立入検査》 

原則、実施計画に基づき現地を訪問し、事前に提出を求めた資料等に基づき、法人等が保管する関係書類等の確認、施設内巡視、関係人へのヒアリングにより行う。 

臨時指導監査 
〔臨時実地検査〕
《臨時立入検査》 

法人等の運営に問題が発生した場合又は通報、現況報告書の確認の結果等から必要があると認められる場合に、随時、現地を訪問し関係人へのヒアリング等により行う｡ 

特 別 指 導 監 査 
〔 特 別 実 地 検 査 〕 
《 特 別 立 入 検 査 》 

正当な理由がなく一般指導監査を拒否した場合、一般指導監査における指示事項の改善が認められない状況が継続した場合、法人等の運営に重大な問題が認められる場合又はその運営が著しく適正
を欠くと認められる場合において随時実施し、実施方法等はその都度定める｡  

     〔  〕は有料老人ホームの指導名称 

      《  》はサービス付き高齢者向け住宅の指導名称 
 

（２）指導監査等の実施内容 

種別 根拠法令等 指導監査基準 実施内容 定期指導監査の選定基準等 

社会福祉法人 
社会福祉法 
第５６条 

相模原市社会
福祉法人等指
導監査実施要
綱 

国が定める「社会福祉法人
指導監査実施要綱」の 
別紙「指導監査ガイドライン」 

国が定める「社会福祉法人指導監査実施要
綱」に基づく 
○法人運営（定款、評議員会、理事会、報酬
等） 
○法人の行う事業（社会福祉事業、公益事業
等） 
○管理（人事管理、資産管理、会計管理等） 
 
など 

 原則として毎年度実地で行う。ただし、法人の運営状況、前回の指導監査の状況等を勘案し、次の事項

１及び２を満たす法人に対する定期指導監査については、当年度に行うべき定期指導監査を３年に１回実

地で行う。また、厚生労働省が定める一定の要件を満たすと認められた場合は、４年又は５年に１回実地

で行う。 

なお、新設法人については、設立年度又は翌年度及び社会福祉法第２条に規定する施設又は事業の開設

又は開始された年度に定期指導監査を行う。 

  

１ 法人の運営について、法令及び通知（法人に係るものに限る。）に照らし、特に大きな問題が認められ

ないこと。 

２ 法人が経営する施設及び法人が行う事業について、施設基準、運営費並びに報酬の請求等に関する大

きな問題が特に認められないこと。 

３ 厚生労働省が定める一定の要件とは、「２ 社会福祉法人に対する定期指導監査の監査周期延長の取扱

いについて」のとおりとする。 
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種別 根拠法令等 指導監査基準 実施内容 定期指導監査の選定基準等 

老
人
福
祉
施
設 

養護 
老人ホーム 

老人福祉法 
第１８条 

相模原市社会
福祉法人等指
導監査実施要
綱 

相模原市指導監査基準 
養護老人ホーム編 

○国が定める「老人福祉施設指導監査指針」及
び施設運営基準（条例）等に基づく 
・施設の運営管理 
・利用者処遇 
・職員の配置状況 
・諸規程の整備状況 
・虐待防止体制 
・職員処遇    など 

１ 原則として、毎年実地で行う。 

２ 前年度の一般指導監査の実施結果等において施設運営等に特に大きな問題を認められない場合は、前

項の規定にかかわらず、当年度に行うべき定期指導監査を３年に１回行う。 

 
特別養護 
老人ホーム 

相模原市指導監査基準 
特別養護老人ホーム編、 
地域密着型特別養護老人ホ
ーム編、ユニット型特別養護
老人ホーム編、ユニット型地
域密着型特別養護老人ホー
ム編 

軽費老人ホーム 
（ケアハウス） 

社会福祉法 
第７０条 

相模原市指導監査基準 
ケアハウス編 

○施設運営基準（条例）等に基づく 
・施設の運営管理 
・利用者処遇 
・職員の配置状況 
・諸規程の整備状況 
・虐待防止体制 
・職員処遇    など 

定期的に実地で行う。 

児
童
福
祉
施
設 

障害児入所施設 

児童福祉法 
第４６条 

相模原市社会
福祉法人等指
導監査実施要
綱 

相模原市指導監査基準 
障害児入所施設編 

○国が定める「障害者支援施設等指導監査指
針」及び施設運営基準（条例）等に基づく 
・施設の運営管理 
・利用者処遇 
・職員の配置状況 
・諸規程の整備状況 
・虐待防止体制 
・職員処遇    など 

原則として、毎年実地で行う。 

児童発達支援センタ
ー 

相模原市指導監査基準 
児童発達支援センター編 

障害者支援施設 
社会福祉法 
第７０条 

相模原市社会
福祉法人等指
導監査実施要
綱 

相模原市指導監査基準 
障害者支援施設編 

○国が定める「障害者支援施設等指導監査指
針」及び施設運営基準（条例）等に基づく 
・施設の運営管理 
・利用者処遇 
・職員の配置状況 
・諸規程の整備状況 
・虐待防止体制 
・職員処遇    など 

１ 原則として、毎年実地で行う。 

２ 前年度の実地指導の結果等において施設運営等に特に大きな問題を認められない場合は、前項の規定

にかかわらず、当年度に行うべき定期指導監査を３年に１回行う。 

有料老人ホーム 
老人福祉法 
第２９条 

相模原市有料
老人ホーム設
置運営指導要
綱 

相模原市有料老人ホーム実
地検査基準 

○有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく 
・施設の運営管理 
・利用者の処遇   など 

定期的に実地で行う。 

サービス付き高齢者向け住
宅 

高齢者の居住
の安定確保に
関する法律 
第２４条 

相模原市サー
ビス付き高齢
者向け住宅立
入検査実施要
綱 

相模原市サービス付き高齢
者向け住宅立入検査基準 

○サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導
指針に基づく 
・施設の運営管理 
・利用者の処遇   など 

住宅課と調整して、定期的に実地で行う。 

 

（３）定期指導監査の実施通告 
  指導監査実施日の概ね３０日前までに文書により通知する。なお、事前に提出を求めた資料は、指導監査実施日の概ね１４日前までに提出を求める。 

 

（４）定期指導監査の対象期間 

    原則として、前回の指導監査実施日から指導監査当日までとする。 

    なお、初回の指導監査については、社会福祉法人は原則として認可日から指導監査当日までとし、施設は原則として開所日から指導監査当日までとする。 

 

（５）指導監査担当職員 

    福祉基盤課指導監査室及び福祉基盤課の職員 
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（６）定期指導監査の実施予定スケジュール 

実   施   月 対     象     施     設     等 

７月～１月 社会福祉法人 

８月 障害者支援施設 

８月～１月 有料老人ホーム 

９月 児童発達支援センター 

１０月 障害児入所施設 

１０月～１２月 特別養護老人ホーム 

１１月～１２月 軽費老人ホーム 

１１月～１２月 サービス付き高齢者向け住宅 

 

２ 社会福祉法人に対する定期指導監査の監査周期延長の取扱いについて 

次に掲げる表のとおり５つの区分に大別し、それぞれの周期により実施することとします。周期延長の対象は、社会福祉法人の定期指導監査です。 

なお、特別指導監査・臨時指導監査を実施した法人、文書指摘事項が解消されない法人については、この限りではありません。 

区 分 基          準 

Ａ 

３年に１回

を原則とす

る。 

次に掲げるいずれにも該当すること。 

（１）法人の運営について、 法令及び通知等（法人に係るものに限る。）に照らし、 特に大きな問題が認められないこと。 

（２）法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費並びに報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。 

Ｂ  

５年に１回

まで延長可

能とする。 

Ａの基準を満たす法人で、会計監査人等による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次に掲げるいずれかに該当し、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の

整備及びその適切な運用が確保されていること。 

（１）社会福祉法（以下「法」という。）第３６条第２項及び法３７条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第４５条の１９第１項及び社会福祉法施行規則第２条の３０の規定に基づき作成さ

れる会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」（除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。）が記載された場合 

（２）会計監査人を設置していない法人において、法第４５条の１９の規定による会計監査人による監査に準ずる監査（会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行わ

れる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。）が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付し

た限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 

Ｃ 

４年に１回

まで延長可

能とする。 

Ａの基準を満たす法人で、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を

受け、専門家が当該支援を踏まえて作成する次に掲げるいずれかの書類が提出され、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていること。 

（１）財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務実施報告書 

（２）財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書 

なお、決算業務又は記帳代行業務を行う専門家が、財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書を提出した場合は対象外とする。 

Ｄ 

４年に１回

まで延長可

能とする。 

Ａの基準を満たすとともに、Ｂ及びＣの基準に該当しない法人で、苦情解決への取組が適切に行われ、次に揚げるいずれかの場合に該当する場合にあって、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていること。 

（１）福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること（一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状

況を勘案して判断する。）又はＩＳＯ９００１の認証取得施設を有していること。 

（２）地域社会に開かれた事業運営が行われていること（例えば、福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れや地域との交流が積極的に行われていること等）。 

（３）地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。 

上記以外の

法人 

毎年度 

ＡからＤまでに該当しない場合 

※ 定期指導監査の周期延長希望の有無については、社会福祉法人指導監査事前提出資料で定期指導監査の周期延長希望の有無を確認する欄を設けます。「希望する」とされた法人の場合は、指導監査当日、必要書類を提出いただ

き、監査周期延長が適当であるか否かの結果を指導監査結果通知書において通知します。また、Ｂ及びＣ区分が適用された場合、次回実施年度までは、適用区分による実績を毎年度ご提出ください。実績により監査周期延長が終

了する場合があります。 


